
消防用設備等点検済票の交付申請は、・・・ 

 

１．指定の「点検済票交付申請書（別記様式第１３号）」の太枠内をすべて記入し、当協会宛てに

ＦＡＸ若しくはメールまたは郵送してください。 

 

ＦＡＸ  ０５０－３７３７－３７１９ 

E-mail  tenkenzumi@tokyo-bousai.or.jp 

 

郵 送  〒１０２－００８３  

東京都千代田区麹町１－１２  

東京消防庁麹町合同庁舎  

公益財団法人東京防災救急協会  

講習事業部 講習第二課  宛 

℡０３（３５５６）３７０２  

 

２．納品は業者より直接発送いたします。その際、納品書が同封されますのでご確認ください。 

（消火器用・消火器以外の消防設備等用には、事業所名・電話番号が、発信機用には事業所名

がそれぞれ記入されます。）  

※返品・交換はいたしませんので必要枚数をご注文ください。  

※当協会窓口での交付はしておりません。  

 

３．お支払いにつきましては、点検済票納入後、月末締めで当協会より請求書・振込用紙を 送付

いたしますので、必ずご確認の上、振込期限内にてお振込みください。 

  （同振込用紙の振込金受取書をもちまして領収書と代えさせていただきます）  

なお、振込手数料がかかる場合は、各事業所でご負担願います。 

 

４．当協会を通じ、全国の点検済票の交付を受けることができます。 

※申請の受付は当協会が行います。指定の「点検済票交付申請書(別記様式第１３号)」 の備

考欄に交付希望地区（例:〇〇県用）をご記入の上、当協会に申請してください。  

※各道府県により価格等が異なりますので詳細は当協会へお問合せください。  

 

注：東京都内の防火対象物に設置されている消防用設備等には、当協会が交付した点検済票

を貼付することができます。また、他道府県内の防火対象物に設置されている消防用設

備等には、それぞれの道府県が交付した点検済票を貼付することができます。 

 

納期は、東京及び他道府県で異なりますが、 概ね１０日

から２週間程度要しますのでご了承ください。  

午後４時以降は、翌日の受付となります。 


